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［参考データ１］単年度収支差と準備金残高等の推移（協会会計と国の特別会計との合算ベース）
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単年度収支差（左軸）

財政特例措置期間

3.9ヵ月分
3.4ヵ月分

[年度]

保険給付費等に要する
準備金残高（右軸）

8.2%
（1992.4月～）

8.5%
（1997.9月～）

8.2%
（2003.4月～）

（注）1.1996年度、1997年度、1999年度、2001年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
2.2009年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
3.協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の１カ月分を準備金（法定準備金）として積み立てなければならないとされている（健康保険法160条の2）。
4.2015年度の健康保険法改正で国庫補助率が16.4％とされ、併せて準備金残高が法定準備金を超えて積み上がっていく場合に新たな超過分の国庫補助相当額を翌年度減額する国庫特例減額
措置が設けられた。

保険料率

8.4%
（2010年度） （ 2011年度） （2012年度～）

9.34% 9.50 % 10.00 %

5.6ヵ月分

6.6ヵ月分

（1994年度）
・食事療養費
制度の創設

（1997年度）
・患者負担2割

（1992年度）
・国庫補助率
16.4%→13.0%

（1998年度）

・診療報酬・薬価
等
のマイナス改定

（2000年度）
・介護保険
制度導入

（2003年度）
・患者負担3割、
総報酬制へ移行

（2002・2004・2006・2008年度）
・診療報酬・薬価等の
マイナス改定

（2002年10月～）
・老人保健制度の
対象年齢引き上げ

（2008年度）
・後期高齢者
医療制度導入

（2010年度）
・国庫補助率
13.0%→16.4%

（2015年度）
・国庫補助率
16.4%

（2016・2018～2023年度）
・診療報酬・薬価等の
マイナス改定

単
年
度
収
支
差
（億
円
）

準
備
金
残
高
（億
円
）

6.0ヵ月分

準備金１．５兆円に加え、約
4,600億円の国庫繰延残
高があった。これを考慮す

ると５．１ヵ月分に相当する
準備金残高を保有してい
た。
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［参考データ２］協会けんぽの加入者一人当たり医療給付費と対前年同月比伸び率の推移
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2022年度加入者１人当たり医療給付費

（円）
2023年度加入者１人当たり医療給付費

（円）
2024年度加入者１人当たり医療給付費

（円）

2025年度対前年同月
比

（点線は稼働日補正前）

加
入
者
一
人
当
た
り
医
療
給
付
費(

円)

対
前
年
同
月
比(

％)

2024年度対前年同月比
（点線は稼働日補正前）

2025年3月から6月までの加入者１人当たり医療給付費は、対前年同期比＋3.3％（稼働日補正後）となっている。
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［参考データ３］保険給付費の機械的試算

保険給付費の推計をみると、2034年度は9兆1,000億円の見込みであり、2025年度と比較すると約1兆6,400億円増加している。
また、2025年度を基準としたときの2026年度から2030年度までの2025年度比増加額の累計の見込みは約2.5兆円、
2026年度から2034年度までの2025年度比増加額の累計の見込みは約7.8兆円となる。

2025年度比
増加額の累計
約7.8兆円

3



［参考データ４］年齢階級別加入者数の推移（５歳階級）

注１ 2025年以降の加入者数は、将来推計人口（令和５年推計）の年齢階級別人口に、 2024年の年齢階級別協会けんぽ加入率を乗じて算出している。
注２ 今後、高齢者雇用の進展により、60歳代以上の加入者数が上振れする可能性がある。

○ 年齢階級別加入者数をみると、2024年度は団塊ジュニア世代を含む50～54歳の階級が最も多くなっている。
○ 2024年度時点の年齢階級別協会けんぽ加入率を基に推計（注１）した加入者数をみると、2029年度及び2034年度も団塊ジュニア世代の加入者数が
最も多くなる見込み。

○ 一方、65歳以上は退職等の影響（注２）で協会けんぽ加入率が低く、2039年度及び2044年度には団塊ジュニア世代の加入者数が減少する見込み。
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［参考データ５］年齢階層別人口の推移

資料 ： 2020年度までは総務省「人口推計」（各年10月1日現在）等、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）
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［参考データ６］５歳階級別医療費（基礎資料）

厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」
※ 令和４年度実績、医療保険制度計

医療保険加入者一人当たり医療費を５歳階級別にみると、20歳以上では年齢上昇とともに高くなっており、50歳以上の階級で、
一人当たり医療費が20万円を超えている。

医
療
保
険
加
入
者
一
人
当
た
り
医
療
費

年齢階級

（万円）
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［参考データ７］医療費の伸びの要因分解
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［参考データ８］経済財政運営と改革の基本方針2025（2025年６月13日閣議決定）一部抜粋
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［参考データ９］後期高齢者支援金の機械的試算

後期高齢者支援金の推計をみると、2034年度は2兆7,100億円の見込みであり、2025年度と比較すると約2,200億円増加している。
また、2025年度を基準としたときの2026年度から2030年度までの2025年度比増加額の累計の見込みは約0.7兆円、2026年度から2034年度
までの2025年度比増加額の累計の見込みは約1.5兆円となる。

2025年度比
増加額の累計
約1.5兆円
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［参考データ10］協会けんぽにおける加入者一人当たり医療費と平均標準報酬月額の伸び率の推移

※ 2008年10月から2009年３月診療分までの6か月間のみ。
※ 2016年度の「制度改正調整後伸び率」は、標準報酬月額の上限改定の影響（＋0.5%）を除いた場合のもの。
※ 2022年度及び2023年度の「制度改正調整後伸び率」は、適用拡大の影響（それぞれ＋0.4%、＋0.5%）を除いた場合のもの。

伸び率
（％）

伸び率
（％）

制度改正
調整後
伸び率

2008 74,343 - 285,145 - -

2009 148,742 - 279,445 ▲2.0 ▲2.0

2010 153,184 +3.0 276,175 ▲1.2 ▲1.2

2011 156,400 +2.1 275,203 ▲0.4 ▲0.4

2012 158,290 +1.2 275,402 +0.1 +0.1

2013 160,855 +1.6 276,224 +0.3 +0.3

2014 163,930 +1.9 278,143 +0.7 +0.7

2015 170,938 +4.3 280,521 +0.9 +0.9

2016 171,049 +0.1 283,550 +1.1 +0.6

2017 175,332 +2.5 285,315 +0.6 +0.6

2018 178,123 +1.6 288,770 +1.2 +1.2

2019 182,639 +2.5 290,748 +0.7 +0.7

2020 177,470 ▲2.8 290,305 ▲0.2 ▲0.2

2021 191,551 +7.9 292,677 +0.8 +0.8

2022 201,318 +5.1 298,627 +2.0 +1.6

2023 207,444 +3.0 304,484 +2.0 +1.5

2024 210,117 +1.3 309,426 +1.6 +1.6

年度
全国健康保険協会
１人当たり医療費

（円）

全国健康保険協会
平均標準報酬月額

（円）
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［参考データ11］被用者保険の適用拡大

資料：2025年６月19日厚生労働省「第195回社会保障審議会医療保険部会資料１」より抜粋
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［参考データ12］適用拡大対象者数

資料：2024年7月３日厚生労働省「第16回社会保障審議会年金部会 資料１」より抜粋
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［参考データ13］令和７年度健康保険組合予算編成状況

資料 ： 2025年４月23日健保連公表資料「令和７年度健康保険組合予算編成状況 予算早期集計結果について」より抜粋
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［参考データ14］令和７年度健康保険組合予算編成状況 保険料率別組合数

資料 ： 2025年４月23日健保連公表資料「令和７年度健康保険組合予算編成状況 予算早期集計結果について」より抜粋
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［参考データ15-1］保健事業の一層の推進
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［参考データ15-2］保健事業の一層の推進
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○ できる限り長く、現在の平均保険料率10％を超えないように、中長期の視点で財政運営を図るため
のもの

《協会けんぽの今後の財政の見通し（2033年度まで）》

① 協会加入者の平均年齢上昇や医療の高度化等により保険給付費の継続的な増加が見込まれる

（2025年度から2033年度までの）2024年度比増加額の累計の見込み：約 7.3 兆円（※）

② 団塊の世代が後期高齢者になったことにより後期高齢者支援金の短期的な急増が見込まれ、その後も
中長期的に高い負担額で推移することが見込まれる

（2025年度から2033年度までの）2024年度比増加額の累計の見込み：約 2.5 兆円

※）国庫補助額（16.4％）を含む累計額
注）2034年度以降も保険給付費等の増加分は継続的に発生約

5.2
兆円

２
０
２
３
年
度
末
の
準
備
金
残
高

《医療給付費等の１か月分相当》
短期的な資金繰りに充てるための運転資金や、季節性インフルエンザ等の流行による一時的な医療
給付費の増などのリスクに備えるためのもの

保
険
料
収
入
の
増
加
分
な
ど

法令で確保することが義務付けられた準備金

中長期の見通しを考える上で、大きな景気変動による保険料収入減少など、非常時・大規模リスクもあ
り得ることにも留意が必要

例）・新型コロナウイルス感染症の影響による

保険料収入の減（2020年度保険料収入に係る予算額と決算額の差） ：約0.6兆円

医療給付費の増（2020～2022年度の新型コロナウイルス感染症関連医療給付費） ：約0.4兆円

・リーマンショック（2008年秋）の影響による保険料収入の減(2007年度と2009年度の比較)：約0.3兆円

約

1.
0
兆円

約

4.
2
兆円

中長期にわたり財政を安定させるための準備金

※ 準備金の役割や規模感を概括的に把握できるように2024年12月時点での大枠を整理したものであり、金額等については確定的なものではない。
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［参考データ16］準備金の役割（イメージ）


